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問い合わせ　税務課 課税第１班　☎ 0820-74-1008

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している方へ

所得の申告は済みましたか？
　国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に
加入している方は、所得の有無に関わらず世帯全員
の所得の申告が必要です。申告をしていないと、
▼保険税（料）の軽減が受けられない。
▼ 高額療養費などの算定時に、自己負担限度額分が

高くなってしまう。
▼入院時の食事代が減額されない。
などの不都合が生じる場合があります。

　住民税の申告は、税務課・各総合支所・出張所で
お早めに済まされますよう、お知らせします。
　なお、収入が公的年金（国民年金等）または給与

のみの方は、申告をしなくてもよい場合もあります
ので、ご不明な点等ありましたら、税務課までお問
い合わせください。
■申告に必要なもの
⑴ 令和４年中の所得・控除額がわかるもの（源泉徴

収票・生命保険の払込証明書等）
⑵本人確認書類
 ・ １枚の提示でよいもの（顔写真付き）
　…運転免許証等
 ・ ２枚以上の提示が必要なもの
　…被保険者証、年金手帳等

　勤務先の倒産や解雇等により離職を余儀なくされ
た方は、失業（離職）から一定の期間、国民健康保
険税が軽減されます。（軽減には申請が必要です）
■対象者（次の全てにあてはまる方）
⑴ 雇用保険受給資格者証の離職年月日が、平成 30

年３月 31 日以降であること
⑵離職日において、65 歳未満であること
⑶ 雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が「11・

12・22・23・31・32・33・34」のいずれかであ
ること

■適用される期間
　離職日の翌日から、翌年度末までとなります。（※

再就職して国民健康保険以外に加入する場合は、そ
の時点までとなります） 
■軽減の算定方法
　対象者の前年所得のうち、給与所得を 30 ／ 100
として算定します。（給与以外の所得、対象者以外
の被保険者の所得、対象期間外の所得については、
100 ／ 100 として算定します）
■申請に必要なもの
　⑴雇用保険受給資格者証、⑵対象者の個人番号が
わかるもの（マイナンバーカード等）、⑶窓口に来
られる方の本人確認書類（運転免許証等）
■申請場所　税務課、各総合支所・出張所

非自発的失業者の方は国民健康保険税が軽減されます

ふ
る
さ
と
納
税
払
い 

チ
ョ
イ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
と
は

　

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
の
一
つ
と
し
て

取
り
扱
う
地
域
限
定
の
電
子
ポ
イ
ン
ト
で
、

寄
附
者
の
方
が
ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
っ
て
付

与
さ
れ
た
電
子
ポ
イ
ン
ト
を
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
使
用
し
て
、
本
町

が
定
め
た
加
盟
店
で
の
買
い
物
や
食
事
、
宿

泊
、
レ
ジ
ャ
ー
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
使

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
払
い 

チ
ョ
イ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
導
入
目
的

　

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
活
用
し
た
ふ
る
さ

と
納
税
払
い
チ
ョ
イ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
を
導
入
し
、

寄
附
者
に
直
接
周
防
大
島
町
に
訪
れ
て
い
た

だ
き
、
本
町
の
魅
力
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
よ
り
、 

関
係
人
口
を
増
や
し
町
の
活
性

化
を
図
り
ま
す
。

申
込
方
法

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
、

「
募
集
要
項
」
お
よ
び
「
加
盟
店
規
約
」
を

ご
確
認
の
上
、
下
記
の
申
込

フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

募
集
期
間

　

随
時
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

政
策
企
画
課 

地
域
振
興
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
７

ふ
る
さ
と
納
税
払
い 

チ
ョ
イ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
の
加
盟
店
募
集

税務課からのお知らせ


